東浦町ごみの分け方・出し方ポスターへの有料広告募集要項
１　広告媒体
（１）東浦町ごみの分け方・出し方ポスター

（２）印刷物配布方法
ア　印刷部数　約22,500部
　　イ　令和９年５月１日広報（予定）と同時に広報配布世帯へ配布
　　ウ　各地区コミュニティセンター、行政サービスコーナー、東浦町役場環境課
にて転入者及び希望者へ随時配付します。

２　広告の掲載期間、規格、掲載料及び掲載場所

（１）広告掲載期間

　　　令和９年６月１日から令和11年５月31日までのおよそ２年間
　　　ごみの分け方・出し方ポスターは２年間ごとに更新するため、広告掲載期間
もおよそ２年間とします。

（２）広告の規格、掲載料、掲載場所及び色数
　　ア　規格　縦40mm×横75mm（30㎝2）
　　イ　枠数　５枠

　　ウ　掲載料（税込み）　60,000円（２年分）／１枠
　　エ　広告の位置　ごみの分け方・出し方ポスター３ページ目下段
　　オ　カラー４色
３　掲載できない広告

　　東浦町有料広告掲載要綱第３条及び東浦町有料広告基準第２条に定めるものの
ほか、掲載することが適当でないと町長が判断したもの

４　掲載申込みの手続き

（１）申込方法

東浦町有料広告掲載要綱に定める「広告掲載等申込書」に必要事項を記入し、
次の必要書類を添えて提出してください。
　　ア　会社案内等（会社の概要が分かるもの）

　　イ　住所を有する市町村の法人又は、個人の市町村民税の滞納がないことを証する書類（町外の事業所のみ）　※滞納がある場合は、広告の掲載はできません。

　　ウ　広告案、事業計画書等の広告掲載等に係る書類

　　エ　その他町長が必要と認める書類

（２）申込期間

　　　令和８年７月６日(月)から８月６日(木)まで

（３）申込先

　　　〒470-2192（住所不要）　東浦町地域創造部　環境課　循環型社会推進係
　　　　　　　　　　　　　　　tel:0562-83-3111（内線284）
　　　　　　　　　　　    　　e-mail: kankyo@town.aichi-higashiura.lg.jp
５　広告の決定

（1） 提出された申込書類等により、東浦町有料広告掲載要綱及び東浦町有料広告
掲載基準等に基づき審査を行い、決定します。

（2） 広告掲載の申込が、募集枠を超えた場合は、東浦町有料広告掲載要綱により
選定します。

（３）審査結果は、後日通知します。

６　広告の作成

（１）掲載広告の作成に要する費用は、全て広告掲載者の負担となります。

（２）作成した広告は、電子媒体（PDFデータ）にて提出してください。（e-mail又
は記録媒体での提出）
　　　※町及び印刷業者では修正・校正等はしませんので、規格どおりの広告を作
成し、提出してください。
７　広告の掲載

（１）広告の掲載は、提出された電子媒体を印刷業者へ提供し、印刷します。

（２）印刷業者で印刷する際に、広告の電子媒体に文字化けなどの不具合があった
際は、広告掲載者が適宜必要な調整をしてください。

８　その他

（１）掲載広告に関する一切の責任は、町では負いません。

（２）印刷色は電子媒体の色と異なることがあるため、ご留意ください。

（３）申込書のその他欄に希望枠を記入してください。希望が重なった場合は

抽選とします。
